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送り付け商法に関する法律が変わりました

直ちに処分して問題ありません！

・ 事業者から金銭を請求されても支払い不要

消費者庁イラスト集より

海外から、国内の消費者に送り付けられた場合も、日本の法律が

適用されます。同様に処分して問題ありません。

・ 勘違いして金銭を支払ってしまった場合は返還請求できる

南アルプス市消費生活センター

場所 市役所本庁舎１階

市民活動支援課内

曜日 月曜日から金曜日(祝日を除く)

時間 午前９時から１２時、午後１時から４時

送り付け商法とは、
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